
○ 平 成 二 十 一 年 総 務 省 告 示 第 百 二 十 六 号 （ ア マ チ ュ ア 局 が 動 作 す る こ と を 許 さ れ る 周 波 数 帯 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 下 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

 

 指定周波数 動作することを許される周波数帯 

１ （略） （略） 

２ 475.5kHz 472kHzから 479kHz まで（注１） 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

８ （略） （略） 

９ （略） （略） 

10 （略） （略） 

11 （略） （略） 

12 （略） （略） 

13 （略） （略） 

14 （略） （略） 

15 （略） （略） 

16 （略） （略） 

 

  指定周波数 動作することを許される周波数帯 

１ （略） （略） 
 

 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

８ （略） （略） 

９ （略） （略） 

10 （略） （略） 

11 （略） （略） 

12 （略） （略） 

13 （略） （略） 

14 （略） （略） 

15 （略） （略） 



17 （略） （略） 

18 （略） （略） 

19 （略） （略） 

20 （略） （略） 

21 （略）  （略） 

22 （略） （略） 

23 （略） （略） 

24 （略）  （略） 

25 （略） （略） 
 

16 （略） （略） 

17 （略） （略） 

18 （略） （略） 

19 （略） （略） 

20 （略） （略） 

21 （略） （略） 

22 （略） （略） 

23 （略） （略） 

24 （略） （略） 
 

注１～５ （略）  注１～５ （略） 

  

附 則  

こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 七 年 一 月 五 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 


